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化学肥料及び節減対象農薬について

国特別栽培農産物表示ガイドラインでの定義
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用語 定義（要点抜粋）

特別栽培農産物 １当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用
回数が、慣行レベルの５割以下であること。
２当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料
の窒素成分量が、慣行レベルの５割以下であること

化学肥料 肥料のうち化学合成されたものをいう

化学合成農薬 農薬のうち有効成分が化学合成されたものをいう。

節減対象農薬 化学合成農薬のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適
正化に関する法律施行令第１０条第１号の農林水産大臣が

定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材の
一に掲げる農薬を除くものをいう。



肥料の種類
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※農水省作成「肥料制度の解説」から抜粋

普通肥料の公定規格
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※農水省作成「肥料制度の解説」から抜粋



特殊肥料の種類
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※農水省作成「肥料制度の解説」から抜粋

特別栽培農産物における節減対象農薬とは
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農薬登録の確認方法
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農林水産省ホームページの「農薬の登録速報・検索システム」から、農薬
の登録状況が確認できます。https://pesticide.maff.go.jp/

農薬登録で遵守が義務付けられている事項

8

適用作物以外に使用してはならない

使用量を守ること

使用濃度を守ること

使用時期を守ること

総使用回数を超えて使用しないこと

特別栽培農産物の生産に限らず確認が必要



 

表 節減対象農薬外とする農薬の一覧 

農薬 
節減対象外とする根拠 

JAS 法※１ 有機 JAS※2 県確認※3 

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤  ○  

なたね油乳剤  ○  

調合油乳剤  ○  

マシン油エアゾル  ○  

マシン油乳剤  ○  

デンプン水和剤  ○  

脂肪酸グリセリド乳剤  ○  

メタアルデヒド粒剤 ○ ○  

硫黄くん煙剤 ○ ○  

硫黄粉剤 ○ ○  

硫黄・銅水和剤 ○ ○  

水和硫黄剤 ○ ○  

石灰硫黄合剤 ○ ○  

シイタケ菌糸体抽出物液剤  ○  

炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹 ○ ○  

炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 ○ ○  

銅水和剤 ○ ○  

銅粉剤 ○ ○  

硫酸銅 ○ ○  

生石灰 ○ ○  

天敵等生物農薬（タラロマイセス フラ
バス水和剤含む） 

 ○  

天敵等生物農薬・銅水和剤 ○ ○  

性フェロモン剤 ○ ○  

クロレラ抽出物液剤  ○  

混合生薬抽出物液剤  ○  

ワックス水和剤 ○ ○  

展着剤 ○ ○  

二酸化炭素くん蒸剤 ○ ○  

ケイソウ土粉剤  ○  

食酢 ○ ○  

燐酸第二鉄粒剤 ○ ○  

炭酸カルシウム水和剤  ○  

ミルベメクチン乳剤  ○  

 



 

 

農薬 
節減対象外とする根拠 

JAS 法※１ 有機 JAS※2 県確認※3 

炭酸水素カリウム水溶剤 ○ ○  

炭酸カルシウム水和剤  ○  

ミルベメクチン乳剤  ○  

ミルベメクチン水和剤  ○  

スピノサド水和剤  ○  

スピノサド粒剤  ○  

還元澱粉糖化物液剤 ○ ○  

次亜塩素酸水  ○  

ポリオキシン水和剤   ○ 

ポリオキシン水溶剤   ○ 

ポリオキシン乳剤   ○ 

バリダマイシン液剤   ○ 

バリダマイシン粉剤   ○ 

カスミン粒剤   ○ 

カスミン粉剤   ○ 

注１ 農林物資の規格化等に関する法律施行令第 10 条第１号の農林水産大臣が定める化学

的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材（平成 12 年７月 14日農林水産省告示第

1005 号） 

注２ 有機農産物の日本農林規格（平成 12 年 1月 20 日農林水産省告示第 59 号） 

注３ 上記資料に掲載されていない農薬であり、かつ本県において使用実績がある農薬の中

から、化学合成でない農薬として本県が農薬製造者に確認したもの 
 

 


